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(担当)  
生活安全企画課 

携帯電話通話＋ＡＴＭ操作＝詐欺の被害者 

～操作を止めるようにお声掛けと警察へ通報を～ 

 

 

 

 
令和５年７月１４日（金）から７月２０日（木）までの７日間に、県内で５件の

うそ電話詐欺被害を確認したため、７月２１日（金）「うそ電話詐欺特別警戒

警報」が発令されました。下記ワードはうそ電話の可能性大！注意しましょう。 

「還付金＋ATM」「手数料＋後日返金」 

「通帳・キャッシュカードを預かる」 

「  

このワードが

が･･･ 
出たら 


